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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。本日最終本会議になりましたけれども、各常任委員

会のほうで慎重審議されたと思いますので、本日の採決をよろしくお願いいたします。 

 それでは、これより本日の会議を開きます。 

 本会期中に追加議案が提出されておりますので、議会運営委員長に議会運営委員会の経過報告

を求めます。７番、川口満浩君。 

○議会運営委員長（川口 満浩）  おはようございます。 

 議会運営委員会の協議結果を報告いたします。 

 本日、午前９時００分から、議会運営委員会を開催いたしました。 

 今回、追加提出された議案は、条例改正１件、工事請負契約の締結２件でございます。 

 委員会付託は、３件とも総務建設産業委員会です。 

 当初本会議で付託された議案を採決後、追加された議案について提案理由の説明を受け、総務

建設産業委員会で審査終了後、本会議を再開し、委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（松山 力弥）  これより議事に入ります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３１号 
○議長（松山 力弥）  日程第１、議案第３１号令和６年度須恵町一般会計補正予算（第１０号）

の専決処分についてを議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１３番、田ノ上真君。 

○予算審査特別委員長（田ノ上 真）  おはようございます。 

 それでは、議案第３１号令和６年度須恵町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分について、

予算審査特別委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書１ページをお願いします。 

 令和６年度須恵町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１１万６,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７億２,８９２万５,０００円とするもの

です。 

 第２項、歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員での審査のため、詳細については省略いたします。 

 質疑として、歳入１６款第２項不動産売払い収入について、当該地３件の平方メートル単価を
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問うもの。答弁として、１件目、旅石の宅地が６万４,７６３円。２件目、上須恵の道路が２万

４,６４４円。３件目、佐谷の公衆用道路が２万６,３１９円というものでした。１７款１項 ま

ち・ひと・しごと創生推進寄附金について、基金に積み立てないようであるが、使途を問うもの。

答弁として、１００万円を特産品の支援補助金に、それ以外の３０万円を、アンビシャス文庫の

ほうに充てる、というものでした。 

 以上、当委員会慎重審査し、採決の結果、全員賛成で承認としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。 

 全員による審議を行っておりますので、質疑を省略し、これより、議案第３１号について討論

に入ります。討論はありませんか。──討論なしと認めます。よって、議案第３１号について、

採決に入ります。本案に対する委員長の報告は、承認です。よって、議案第３１号は、委員長報

告のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。 

 よって、議案第３１号令和６年度須恵町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分については

承認することに決定いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３２号 
○議長（松山 力弥）  日程第２、議案第３２号令和６年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第３２号令和６年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）の専決処分について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和７年３月３１日付で専決処分した補正予算の

承認を求めるものです。 

 令和６年度歳入歳出補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和６年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額からそれぞれ２億１,１８５万１,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２７億７,１８９万２,０００円とするものです。 

 第２項、款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正による、としています。 

 歳入では、保険税の収入見込みや国・県の補助金等の決定額等、決算見込みのより増額補正を

しております。 

 ６ページ、１款国民健康保険税は、一般被保険者国民健康保険税の決算見込みから
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３,２７４万６,０００円の減額補正を行っています。 

 ４款県支出金は、普通交付金、特別交付金が年度末に確定しましたので、それぞれ所要の減額

を行い、全体で１億７,５５１万７,０００円の減額補正を行っています。歳出、保険給付費の療

養給付費、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費の減によるものです。 

 ８ページ、５款繰入金では、一般会計繰入金４３７万６,０００円を減額補正です。内訳とし

て、給与費等繰入金１５６万６,０００円の減、出産育児一時金繰入金６６６万６,０００円の減、

その他一般会計繰入金、決算見込みにより３８５万６,０００円の増、７款諸収入は、国保税滞

納延滞金、雑入の決算見込みによるもので、７８万７,０００円の増額補正を行っています。 

 歳出では、各費目ともに決算見込みにより、不用額を減額補正しております。 

 １４ページ、１款総務費では、１項総務管理費から３項運営協議会費まで、それぞれの決算見

込みにより１１３万７,０００円の減額補正を行っています。 

 １６ページ、２款保険給付費では、１項療養諸費から５項葬祭諸費までを、同じく決算見込み

により２億６１１万７,０００円の減額補正を行っています。 

 ２０ページ、５款保健事業費２８７万円の減額補正は、医療費適正化事業及び特定健診・特定

保健指導実施事業の各科目の不用額を減額しております。 

 ２２ページ、７款諸支出金は、不用額３２万３,０００円の減額補正を行っております。 

 ８款予備費は、不用額１４０万２,０００円の減額補正をしております。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で、承認としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３２号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は、承認です。よって、議案第３２号は、委員長報告のとおり決定することに御賛

成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３２号令和６年度須恵町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）の専決処分については承認することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第３３号 
○議長（松山 力弥）  日程第３、議案第３３号須恵町税条例の一部を改正する条例の専決処分に

ついてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  おはようございます。議案第３３号須恵町税条例の一部を
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改正する条例の専決処分について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由は、地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が令和７年

３月３１日に公布され、令和７年４月１日等から施行されたことに伴い、当該条例の一部を改正

する必要が生じ、専決処分をしたので、議会の承認を求めるものです。 

 内容は、住民税関連において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点か

ら、大学生年代の子などに関する新たな控除として、特定親族特別控除が創設されることに伴う

改正です。固定資産税関連では、大規模修繕が行われたマンションの減額措置について、マンシ

ョンの管理者等から必要書類の提出がある場合は、区分所有者からの申告書の提出がなくても、

減額措置の適用を受けることができるとする改正等です。 

 軽自動車税関連では、本年１１月から始まる新たな排ガス規制により、５０ccの原付バイク生

産廃止が確実視される中、その代替車両である１２５ccの排気量ながら、最高出力を従来の

５０cc原付バイク並みに抑えた新基準原付について、その税額を５０ccの原付バイクと同じ

２,０００円とするものです。また、マイナンバーカードと運転免許証が一体となった、いわゆ

るマイナ免許証が本年３月から運用開始されたことに伴い、軽自動車税種別割減免申請時の運転

免許証の提示義務に係る規定の改正であり、マイナ免許証を提示する場合は、マイナンバーカー

ドに格納された免許情報記録番号を減免申請書に記載する等の改正です。 

 町たばこ税関連では、加熱式たばこおいて、重量と価格によって紙巻きたばこに換算している

課税方式について、重量のみで換算する方法への見直しと一定量の重量以下のものは、紙巻きた

ばこ１本と換算する法改正が行われたことにより、規定を新設するものです。 

 その他、公示送達について、現在、庁舎にあります掲示板に掲示することで行っている公示送

達を、町のホームページに公示事項を表示する措置を取るとともに、役場の掲示場または庁舎に

設置したパソコン等の電子計算機の画面に表示することで、公示送達を行うことを可能とする改

正です。 

 附則において、この条例は令和７年４月１日から施行されるものから、段階的に施行されるも

の、公示送達・町民税・固定資産税・軽自動車税・町たばこ税に関しての経過措置を定めていま

す。 

 質疑として、この条例の改正により、税収はどうなるのかを問うものがありました。答弁とし

て、住民税については、特定親族特別控除の創設により、１５０万円から２００万円程度税収が

減ることになる。また、軽自動車税については、原付の排気量の基準が変わるだけで、税収的に

は変らない。たばこ税については１％程度、２６０万円程度の増収を見込んでいるとの回答があ

りました。 

 また、マイナ免許証の運用開始に伴い、軽自動車税の身障者減免申請の方法を問うものがあり
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ました。答弁として、マイナ免許証に格納されている免許情報記録の番号を、申請書に記載して

もらう必要がある、との回答でした。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で承認しております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３３号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は、承認です。よって、議案第３３号は、委員長報告のとおり決定することに御賛

成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３３号須恵町税条例の一部を改正す

る条例の専決処分については承認することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第３４号 
○議長（松山 力弥）  日程第４、議案第３４号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第３４号須恵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページです。 

 提案理由です。地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政

令が令和７年３月３１日に公布され、令和７年４月１日等から施行されたことに伴い、当該条例

の一部を改正する必要が生じ、専決処分をしたので、議会の承認を求めるものです。 

 ３ページ新旧対照表です。 

 第３条課税額です。第２項基礎課税額（医療分）の限度額を、６５万円から６６万円に改正す

るとしています。第３項後期高齢者支援金等課税額の限度額を、２４万円から２６万円に改正す

るとしています。これによって、国民健康保険税の課税限度額が、１０６万円から１０９万円に、

合計３万円引き上げられることになります。 

 第２５条国民健康保険税の減額におきましても、同様の改正を行っております。 

 ４ページ、低所得世帯への軽減判定所得基準の引き上げです。第２号では、５割軽減の対象と

なる世帯の軽減判定所得の算定式において、被保険者等の数に乗ずる金額を、２９万

５,０００円から３０万５,０００円に引き上げるとしており、第３号では、２割軽減の対象とな

る世帯の軽減判定所得の算定式において、被保険者等の数に乗ずる金額を５４万５,０００円か
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ら５６万円に引き上げるとしています。 

 ２ページに戻っていただいて、附則です。第１項で、施行期日を、この条例は令和７年４月

１日等から施行するとし、２項でこの条例による改正後の須恵町国民健康保険税条例の規定は、

令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例によるとしております。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で、承認としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３４号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は、承認です。よって、議案第３４号は、委員長報告のとおり決定することに御賛

成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３４号須恵町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の専決処分については承認することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第３５号 
○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第３５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第３５号須恵町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次

世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律が令和６年５月３１日に公布され、令和７年

１０月１日等から施行されることに伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案する

ものです。 

 内容は、職員から妊娠・出産に関する申出があった場合に、任命権者は、仕事と育児の両立支

援制度に関する情報提供及び、制度利用の意向確認等を行うことに関する規定を追加するもので

す。また、今回の改正に伴い条ずれを整理し、関連する条文の引用箇所についても修正を行いま

す。 

 附則第１条で、この条例は令和７年１０月１日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日

から施行するとしています。附則第２条で、令和７年１０月１日前においても、改正後の条例第

１７条の２第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができるとしています。 
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 改正内容の詳細につきましは、新旧対照表を御覧ください。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３５号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は可決です。よって、議案第３５号は、委員長報告のとおり決定することに、御賛

成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３５号須恵町職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３６号 
○議長（松山 力弥）  日程第６、議案第３６号須恵町職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第３６号須恵町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が令和７年１月８日

に公布され、令和７年１０月１日等から施行されることに伴い、当該条例の一部を改正する必要

が生じたので提案するものです。 

 内容は、部分休業制度において、現行制度に加え、一年につき条例で定める時間を超えない範

囲内で、一日の勤務時間の全部又は一部について、勤務しないことを選択できるようにするとと

もに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を、小学校就学の始期に達するまでに引

き上げる規定を追加するもので、併せて文言の修正を行っております。 

 附則として、第１条で、この条例は、令和７年１０月１日から施行する。第２条で、令和７年

１０月１日から令和８年３月３１日までの間における、部分休業の承認の請求をする場合におけ

る改正後の条例第１８条の４の規定の適用について、経過措置を規定しております。 

 改正内容の詳細につきましは、新旧対照表を御覧ください。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３６号について、採決に入ります。本案に対する
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委員長の報告は可決です。よって、議案第３６号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３６号須恵町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３７号 
○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第３７号須恵町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第３７号須恵町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 １ページ、提案理由です。 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令が令和６年１１月

２９日に公布され、令和７年４月１日から施行されたことに伴い、当該条例の一部を改正する必

要が生じたので提案するものです。 

 ３ページ、新旧対照表をお願いします。 

 第１６条第２項家庭的保育事業所等の施設において、これまでは栄養士の指導が受けられる体

制にあることを求められていました。他方、管理栄養士の国家試験において、これまで栄養士免

許が必要だったのが、今年度の試験からその必要がなくなったので、管理栄養士は資格を取る過

程において、栄養士免許に必要な要素を習得していることから、代替的に扱うことが可能である

ので、今回の改正にて、現行の栄養士に管理栄養士を加えることにより、現場における人材確保

の柔軟性を高めることを目的とするものです。なお、本町に家庭的保育施設はございません。 

 ２ページ、附則です。 

 この条例は、公布の日から施行する、としています。 

 質疑として、栄養士の資格取得後、管理栄養士資格を取得できるのではないかとの質疑に、今

まではそうでしたが、今回の改正により栄養士免許が必要なくても管理栄養士資格を取得するこ

とができ、栄養士が減っていく可能性があるので、本町も将来的にそのような施設ができたとき

に対応できるように、改正を行うとの答弁がありました。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません
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か。──討論なしと認めます。よって、議案第３７号について、採決に入ります。本案に対する

委員長の報告は可決です。よって、議案第３７号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３７号須恵町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３８号 
○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第３８号須恵町上水道事業布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第３８号須恵町上水道事業布設工事監督者の配置基準

及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について、総

務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由は、水道法施行規則の一部改正が令和７年４月１日から施行されたことに伴い、当該

条例の一部を改正する必要が生じたので、提案するものです。 

 今回の改正は、布設工事監督者と水道技術管理者の資格要件に関する条例中、水道法施行規則

を引用している条文が改正により繰り下がり、条ずれが生じ、所要の改正を行うものです。 

 改正点について、新旧対照表で説明いたします。 

 ３ページをお願いします。 

 第３条では布設工事監督者、第４条では水道技術管理者の有すべき資格を定めていますが、第

３条では第１１号において、第４条では第８号の条文において、水道法施行規則の条文を引用し

ており、土木施工管理に係る１級の技術検定に合格したものと定めています。 

 この引用条文が、水道法施行規則の改正により繰り下がり、条ずれが生じ、そのため、第３条

第１１号中の改正前の第３４条を改正後は第３７条に、第４条第８号中の改正前の第３４条を改

正後は第３７条に改めるものです。 

 ２ページに戻って、附則で、この条例は公布の日から施行するとしています。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３８号について、採決に入ります。本案に対する
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委員長の報告は可決です。よって、議案第３８号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。議案第３８号須恵町上水道事業布設工事監督者の配

置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例は委員

長報告のとおり、可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第３９号 
○議長（松山 力弥）  日程第９、議案第３９号財産の貸付の変更についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第３９号財産の貸付の変更について、文教厚生委員会の審

査報告をいたします。 

 財産を貸し付けることについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により本議会の議決

を求めるものです。 

 貸付する財産、土地、所在、福岡県糟屋郡須恵町大字旅石５２３番地。地目、学校用地。地籍、

６,６０２平方メートル。建物、変更前、所在、福岡県糟屋郡須恵町大字旅石５２３番地。構造、

木造平屋建て園舎、木造２階建て倉庫。面積、２,１００.９９平方メートル。変更後、所在変更

なし。構造、木造平屋建て園舎。面積、２,０１１.６５平方メートル。貸付の期間、令和４年

４月１日から令和３４年３月３１日までの３０年間。貸付の価格、土地無償。建物、月額３０万

円。貸し付けの相手方、名称、社会福祉法人豊和福祉会。所在地、福岡県福岡市東区下原２丁目

２２番３号。代表者、理事長薄和哉。 

 提案理由としまして、れいんぼー幼児園の園舎の倉庫を解体することに伴い、貸し付ける建物

の構造及び面積に変更が生じたので提案するものです。今回の変更につきましては、本町におい

ていまだに待機児童が出ていることと、４月はゼロなのですが、年度途中には２桁に達している

状況である、来年度からこども誰でも通園制度、保育施設に通っていないゼロ歳から２歳児を月

１０時間以内で、いつでも預けられるという制度を実施しなければならないため、待機が出てい

る本町では実施が難しい現状にあります。このことを憂慮した豊和福祉会の薄理事長が、協力の

申し出をしてくれたとのことです。 

 工事は豊和福祉会が行い、れいんぼー幼児園の倉庫部分を取り壊して園舎を増築することで、

待機の出ている１、２歳児の定員が３６名増と、こども誰でも通園制度で５名受け入れが可能と

なります。工事は今年度中に終わり、来年４月から受け入れ開始となる見込みとのことです。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 
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○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第３９号について、採決に入ります。本案に対する

委員長の報告は可決です。よって、議案第３９号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第３９号財産の貸付の変更については、

委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１０．議案第４０号 
○議長（松山 力弥）  日程第１０、議案第４０号財産の取得についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第４０号財産の取得について、文教厚生委員会の審査報告

をいたします。 

 財産を取得することについて、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例第２条の規定に

より、本議会の議決を求めるものです。 

 取得する財産、学習用タブレットＰＣ端末８６８台。取得の方法、指名競争入札。取得価格、

４,６７８万５,２００円。契約の相手方、福岡県福岡市博多区千代２丁目１番１５、株式会社学

映システム福岡営業所所長、松尾雄一郎。 

 提案理由として、ＧＩＧＡスクール構想第１期で導入した上記財産について、須恵中学校及び

須恵東中学校の端末を第２期により更新するため、財産を取得するものです。入札結果です。指

名業者９社、内辞退が６社、入札無効１社、直前での指名停止１社で、１社での入札実施となっ

ています。落札率は９８.０％、５月２２日仮契約を締結し、本議会で議決となれば、議決日を

もって契約の効力が生じ、本契約となるものです。 

 質疑として、この台数は、須恵中学校と須恵東中学校全生徒分を更新かの質疑に、須恵中と東

中両方ですと１,０００人以上いますので、基本的には、３年生のほうからと答弁がありました。

タブレットＰＣ端末のスペックについて上がっているのかとの質疑に、後型機なのでスペック的

には上がっているとの答弁がありました。メーカーは、国からの補助金が５万５,０００円のこ

とは分かっているのかの質疑に、たぶん分かっているとの答弁がありました。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません



- 82 - 

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４０号について、採決に入ります。本案に対する

委員長の報告は可決です。よって、議案第４０号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４０号財産の取得については委員長

報告のとおり、可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．議案第４２号 
○議長（松山 力弥）  日程第１１、議案第４２号令和７年度須恵町一般会計補正予算（第１号）

を議題とします。 

 予算審査特別委員長の報告を求めます。１３番、田ノ上真君。 

○予算審査特別委員長（田ノ上 真）  議案第４２号令和７年度須恵町一般会計補正予算（第１号）

について、予算審査特別委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書１ページをお願いします。 

 令和７年度須恵町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,５５４万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３７億１,５５４万

３,０００円とするものです。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、債務負担行為の補正、債務負担行為の追加は、第２表債務負担行為補正による、とし

ております。 

 予算審査特別委員会は、議長を除く議員全員での審査のため、詳細については省略いたします。 

 質疑として、歳出、８款４項緑地管理事業について、山の神区の樹木伐採の詳細を問うもの。

答弁として、地元要望により、山の神公園とほこら周辺で計４本の伐採と剪定を実施する、とい

うものでした。関連で、佐谷区の樹木伐採の詳細を問うもの。答弁として、地元要望により、上

永原集会所と隣地の工場の間に計１７本、伐採する。さらに竹林４００平方メートル以上の伐採

を考えているが、隣地の境にスペースがないので、足場を持込み、人力で切っていく。その分、

高額にはなるが、地元でやれるところはやっていただき、詳細を詰めた上での発注を考えている、

というものでした。 

 １０款２項小学校給食事業について、米の高騰により米飯を使用したメニューの変化を問うも

の。答弁として、米飯の回数は、給食の献立委員会と栄養士が決める。米食とパン食をミックス
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した献立を、１か月分ずつ立てている。特に変わりはない、というものでした。 

 同じく１０款２項第二小学校教育振興事業について、重点課題研究の内容を問うもの。答弁と

して、第二小学校の研究課題を県が行う事業として、児童生徒のウェルビーイング教育をテーマ

に、期間３年間で受けた。今年度が１年目ということで、歳入で県補助金を１０万円計上してい

る、というものでした。 

 １０款３項須恵中学校教育振興事業について、ランチサービスの補助を問うもの。答弁として、

入札による委託契約なので変更はない、というものでした。 

 以上、当委員会慎重審査し、採決の結果、全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。 

 全員による審査を行っておりますので、質疑を省略し、これより、議案第４２号について、討

論に入ります。討論はありませんか。──討論なしと認めます。よって、議案第４２号について、

採決に入ります。本案に対する委員長の報告は可決です。よって、議案第４２号は、委員長報告

のとおり決定することに御賛成の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４２号令和７年度須恵町一般会計補

正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第４３号 
○議長（松山 力弥）  日程第１２、議案第４３号令和７年度須恵町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第４３号令和７年度須恵町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 令和７年度歳入歳出予算書１ページをお願いします。 

 令和７年度須恵町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を２８億

９,８６０万円とするものです。 

 第２項、款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正による、としています。 

 ６ページ、歳入です。 

 ３款１項国庫補助金６６０万円の増額は、歳出の子ども・子育て支援制度の創設対応における

委託費に充当する子ども・子育て支援事業費国庫補助金です。 



- 84 - 

 ８ページ、歳出です。 

 １款１項総務管理費６６０万円の増額補正は、子ども・子育て支援制度の創設に伴う国民健康

保険システムの改修業務委託料です。 

 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で、可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４３号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は可決です。よって、議案第４３号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４３号令和７年度須恵町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第４４号 
○議長（松山 力弥）  日程第１３、議案第４４号令和７年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。５番、男澤一夫君。 

○文教厚生委員長（男澤 一夫）  議案第４４号令和７年度須恵町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）について、文教厚生委員会の審査報告をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 令和７年度須恵町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２０９万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

５億２,１０９万円とするものです。 

 第２項、款項の区分及び金額は、第１表歳入歳出予算補正によるとしています。 

 ２ページ、歳入です。 

 ６款１項国庫補助金２０９万円の増額補正は、歳出の子ども・子育て支援制度の創設対応業務

に充当する国庫補助金です。 

 ３ページ、歳出です。 

 １款１項総務管理費２０９万円の増額補正は、子ども・子育て支援制度の創設に伴う後期高齢

者医療システムの改修です。後期高齢者医療の保険料と子ども・子育て支援金を案分しての徴収

や、収納管理システムの改修を行います。 
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 以上、審査の結果、文教厚生委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４４号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は可決です。よって、議案第４４号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４４号令和７年度須恵町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第４５号 
○議長（松山 力弥）  日程第１４、議案第４５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案第４５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 提案理由といたしまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する

法律が令和７年６月４日に公布され、同日から施行されたことに伴い、当該条例の一部を改正す

る必要が生じたので、提案するものでございます。 

 改正の概要ですが、国の基準に合わせて、別表１に定める選挙関係の非常勤職員の報酬額を改

定するものでございます。 

 附則として、第１条でこの条例は、公布の日から施行する。第２条で、この条例による改正後

の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日

以後、その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を

公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によるとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第４５号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第４５号を総務建設産業委員会に付

託します。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４６号 
○議長（松山 力弥）  日程第１５、議案第４６号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。櫻木まちづくり課長。 

○まちづくり課長（櫻木美奈子）  議案第４６号工事請負契約の締結についてでございます。 

 下記工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により

本議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名、須恵第一小学校長寿命化改良工事（第２期）。契約方法、指名競争入札。請負金、

４億１,０２４万５,０００円。請負者、因・荻原特定建設工事共同企業体、代表者、福岡県糟屋

郡粕屋町大字江辻６８番地の２、因建設株式会社、代表取締役因善嗣。契約保証の方法、契約保

証金、前払い保証事業を行う保証事業会社の保証４,１０２万５,０００円。条件として、工期は

契約の効力が生じた日から令和７年１０月３１日までとなります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ

りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第４６号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第４６号を総務建設産業委員会に付

託します。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４７号 
○議長（松山 力弥）  日程第１６、議案第４７号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。櫻木まちづくり課長。 

○まちづくり課長（櫻木美奈子）  議案第４７号工事請負契約の締結についてでございます。 

 下記工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により、

本議会の議決を求めるものでございます。 

 工事名、須恵中学校体育館空調整備工事。契約方法、指名競争入札。請負金、１億

７,０７２万４,４００円。請負者、福岡県福岡市東区多々良２丁目３１―３０、株式会社九州空

調、代表取締役住本真理。契約保証の方法、契約保証金履行保証１,７０７万３,０００円。条件

として、工期は、契約の効力が生じた日から令和７年１２月２６日までとなります。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあ
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りませんか。──質疑なしと認めます。よって、議案第４７号を総務建設産業委員会に付託した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号を総務建設産業委員会に付

託します。 

 ここで、総務建設産業委員会開催のため、暫時休憩します。 

 再開は、委員会審査の状況を見て、事務局より連絡させます。 

 暫時休憩いたします。 

午前11時04分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時45分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き、会議を開きます。（発言の声あり） 

 ５番、男澤一夫君。許可します。 

○議員（５番 男澤 一夫）  議案第３９号の貸付の相手方の呼称を間違っておりましたので、訂

正させていただきます。 

 「名称、社会福祉法人豊和（トヨカズ）福祉会」と申し上げましたが、正式には「社会福祉法

人豊和（ホウワ）福祉会」が正しい呼称でございます。 

 この場を借りまして、訂正させていただきます。大変申し訳ございませんでした。 

○議長（松山 力弥）  よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第４５号 
○議長（松山 力弥）  それでは、日程第１７、議案第４５号特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第４５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 提案理由といたしまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する

法律が令和７年６月４日に公布され、同日から施行されたことに伴い、当該条例の一部を改正す

る必要が生じたので、提案するものです。 

 今回の改正は、最近における物価の変動等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議

員の選挙等の執行についても国が負担する経費で、地方公共団体に交付するものの基準を改定す
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ることなどを目的とするもので、選挙関連の非常勤職員の報酬額の改定を行うものです。 

 改正後の報酬額は、期日前投票所の投票管理者日額１万２,８００円、開票管理者日額１万

２,２００円、選挙立会人日額１万１００円、開票立会人日額１万１００円、期日前投票所の投

票立会人日額１万９００円、指定施設における不在者投票の外部立会人日額１万２,４００円と

するもので、国政選挙以外の選挙、県知事県議、町長、町議選挙においても適用します。 

 附則として、第１条で、この条例は公布の日から施行する。第２条で、この条例による改正後

の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日

以降、その期日を公示され、又は告示される選挙、つまり来月執行予定の参議院選挙から適用さ

れます。施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、これまでの

報酬額が適用されます。 

 改正内容の詳細につきましは、新旧対照表を御覧ください。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で、可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４５号について、採決に入ります。本案に対する

委員長の報告は可決です。よって、議案第４５号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。議案第４５号特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第４６号 
○議長（松山 力弥）  日程第１８、議案第４６号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第４６号工事請負契約の締結について、総務建設産業

委員会の審査報告をいたします。 

 下記工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により

本議会の議決を求めるものです。 

 工事名、須恵第一小学校長寿命化改良工事（第２期）。契約方法、指名競争入札。請負金、

４億１,０２４万５,０００円。請負者、因・荻原特定建設工事共同企業体。代表者、福岡県糟屋

郡粕屋町大字江辻６８番地の２、因建設株式会社、代表取締役因善嗣。契約保証の方法、契約保

証金、前払保証事業を行う保証事業会社の保証４,１０２万５,０００円。条件、工期は、契約の
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効力が生じた日から令和７年１０月３１日までとなります。 

 今回の工事につきましては、本店が須恵町または近隣市町にあり、建築に関わる国家資格保有

者が在籍している事業所１２社を指名し、その中で５つのＪＶ、特定建設工事共同企業体が結成

されました。４月２３日に指名通知及び設計書等を配布、５月２９日に入札会を実施し、落札率

は９７.８６％。請負金の支払いは、４０％の前金払制度と２０％の中間前金払を適用します。

６月６日仮契約を締結し、本議会での議決をもって契約の効力が生じ、本契約となります。 

 質疑として、工期について問うもの。答弁として、不測の事態がなければ、工期に間に合う。

問題があった場合は、延長の可能性もある、との答弁でありました。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で、可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４６号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は可決です。よって、議案第４６号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４６号工事請負契約の締結について

は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第４７号 
○議長（松山 力弥）  日程第１９、議案第４７号工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。６番、稲永辰己君。 

○総務建設産業委員長（稲永 辰己）  議案第４７号工事請負契約の締結について、総務建設産業

委員会の審査報告をいたします。 

 下記工事の請負契約締結について、須恵町議会の議決に付すべき契約条例第１条の規定により

本議会の議決を求めるものです。 

 工事名、須恵中学校体育館空調整備工事。契約方法、指名競争入札。請負金１億７,０７２万

４,４００円。請負者、福岡県福岡市東区多々良２丁目３１―３０、株式会社九州空調、代表取

締役住本真理。契約保証の方法、契約保証金履行保証１,７０７万３,０００円。条件、工期は、

契約の効力が生じた日から令和７年１２月２６日までとなります。 

 今回の工事につきましては、本店または支店が近隣市町にあり、管理技術者が在籍している事

業所７社を指名。５月１４日に指名通知及び設計書等を配布、５月２９日に入札会を実施し、落

札率は９２％。請負金の支払いは、４０％の前金払制度と２０％の中間前金払を適用します。



- 90 - 

６月５日仮契約を締結し、本議会での議決をもって契約の効力が生じ、本契約となります。 

 質疑として、体育館の使用の影響について問うもの。答弁として、事業について影響が出ない

ようにする、との答弁がありました。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。──質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。──討論なしと認めます。よって、議案第４７号について、採決に入ります。本案に対する、

委員長の報告は可決です。よって、議案第４７号は、委員長報告のとおり決定することに御賛成

の方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第４７号工事請負契約の締結について

は、委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．委員会の閉会中の継続調査について 
○議長（松山 力弥）  日程第２０、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 

 各委員会より、会議規則第７０条の規定により、次のとおり所管事務について閉会中の継続調

査の申し出があっておりますので、お諮りします。 

 議会運営委員会より議会運営について、総務建設産業委員会より消防訓練活動及び税務課の業

務について、文教厚生委員会より子ども・子育て支援事業について、以上、各委員会申し出のと

おり、閉会中の継続調査とすることに、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．議員の派遣について 
○議長（松山 力弥）  日程第２１、議員の派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員の派遣については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議員の派遣については、お手元に配りま

したとおり、派遣することに決定しました。 
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 ここで、お諮りします。 

 本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正につきましては、会議規則第４２条の

２の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理・訂

正は、議長に委任していただくことに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（松山 力弥）  以上で、６月議会定例会の全日程を終了しました。 

 本会議終了後、午後１時より広報特別委員会を第３委員会室で開催しますので、委員会の方は

御集合願います。 

 会議を閉じます。令和７年第２回須恵町議会定例会を閉会します。 

午前11時57分閉会 

────────────────────────────── 


